
衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定について 

 

公職選挙法の一部を改正する法律が令和４年１１月２８日に公布され、1 カ月

の周知期間を経過した１２月２８日から施行されます。なお、施行の日以後に行

われる衆議院議員の総選挙から、適用されることとなります。 

 

１ 概要 

東京都の選挙区数は、 

 ２５から３０へと変わり、選挙区の区域が一部変更となります。 

 

品川区は今まで、東京都３区と東京都７区に分かれていましたが、分区が解消

され、区内全域が「東京都３区」となりました。 

 

東京都７区から東京都３区に変更となる投票区 

投票所および投票区 町丁名 

第三日野小学校 

（第１０投票区） 

東五反田４・５丁目、上大崎１丁目 

第一日野小学校 

（第１１投票区） 

西五反田２丁目２２～３２番、西五反田３丁目７・８番、西

五反田５丁目３～６番、１５～２２番、３１・３２番、西五

反田６丁目、西五反田７丁目、西五反田８丁目１～３番 

第四日野小学校 

（第１２投票区） 

西五反田３丁目９～１６番、西五反田４丁目、西五反田５丁

目１・２番、７～１４番、２３～３０番 

シティコート目黒 

（第１３投票区） 

上大崎２丁目、上大崎３丁目、上大崎４丁目、西五反田３丁

目１～６番 

 

２ ○新 東京都３区の区域 

品川区、島しょ（大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、

八丈町、青ヶ島村、小笠原村） 

鳥取 2 区と比べた一票の較差 2.054 倍（562,799）→1.587 倍（434,799）に

改善される。 

 

３ 周知の方法 

〇町会長会議での説明（該当する町会を対象） ２月初旬 

〇広報しながわ ２月２１日号掲載予定 

 〇その他、ホームページ、ふれあい掲示板にて周知を図る。 
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